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地方銀行の住宅ローン戦略－5 
～ 個人リテールで多様な業務スタイルを模索するＥ銀行 ～ 

個人リテールビジネスは、相対（あいたい）関係を基調とする法人向けの貸出ビジネス
とは異なる面も多い。そこでは銀行がローン組成から保有、管理回収の全てを丸抱えする
という従来型スタイルだけでない、様々な業務スタイルの可能性があるが、Ｅ行では取り
得る選択肢をきちんと展望した上で、個人リテール業務の拡大に歩を進めている。 

 

わが国商業銀行が、過去数年間、規模や経営
資源の如何にかかわらず、個人リテールに積極
進出していることは改めて指摘するまでもない
が、個人リテールビジネスは、相対（あいたい）
関係を基調とする法人向けの貸出ビジネスとは
異なる面を持つ。個人リテール部門を強化しつ
つ、法人向けビジネスとは異なる難しさを指摘
する地銀Ｅ行の個人リテール取組を紹介する。 
 
個人リテールビジネス取組体制強化 
Ｅ行も他の銀行同様、法人融資中心の業務体

制であったが、平成5～6年度頃に住宅金融公庫
融資の借換（肩代わり）ローンが増加したこと
をきっかけに、個人ローン業務に対する注目度
が高まり、法人向け融資の鈍化の中で、次第に
個人が重要であるという見方が組織内でも高まっ
てきたという。平成11年に個人ローンやクレジッ
トカードビジネス戦略立案のためのプロジェク
トチームが設置され、平成12年6月に、個人ロー
ン推進の中枢として、営業統括部に個人ローン
室が設置された。個人ローン室は、企画、営業
店支援、リスク管理、ダイレクトチャネル、延
滞督促等、個人ローン関連のほぼすべての部署
を統括するセクションであり、系列の保証会社
の管理も行っている。個人ローンに関わるビジ
ネスだけで、派遣社員も含めれば総勢百数十名
を擁している。 
ただしマーケット別に個人・法人と分ける組

織編成と、機能別に企画、営業推進等と分ける

組織編成とでは一長一短あり、同じ企画担当で
も法人企画担当、個人企画担当が別々の部署に
属することで、情報交流が不足する面もあると
のことだ。また将来的には、収益性も考慮する
とローン事務を外部委託する等のアウトソーシ
ングも考えられるという。 
 
個人リテールビジネスの難しさ 
個人ローン業務は、個別相対（あいたい）交
渉の余地がほとんど無く、貸出競争激化の中で、
消費者が供給条件を決めている点が、法人向け
ローンと異なる難しさであるという。また法人
顧客であれば、一旦取引関係ができれば、それ
を維持していくことのメリットが通常は大きく、
顧客の定着率も高いが、個人顧客はそれに比べ
れば定着率が低く、一旦融資を行っても、民間
銀行間で他行に借換られることも多いという。 
超低金利が持続する中で、今年前半でも新規
融資と借換融資とでは比率が半々程度であった
という。地域によって差もあろうが、住宅ロー
ン市場の成熟化と金利競争激化が、銀行間での
既存融資の取り合いのような様相を呈している
感がある。 
現在年間で既存住宅ローン残高の1割強が減
少していくが、約定弁済分はその半分程度であ
り、他行への借換や一括返済等が残りを占めて
いる。Ｅ行でも他行ローンからの借換を行って
いるものの、全体としては相互に借換が行われ
る中で、採算性の悪化につながっている面があ 
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るという。 
またデフレ環境長期化の中で、負債返済が最 

良の資産運用という考えから、繰り上げ返済も
多く、その事務だけでも専門の担当者を7～8人
程度配置しているという。 
 
住宅金融公庫の代理貸付は重要 
Ｅ行のあるＶ県は、全国的にみると住宅金融

公庫（以下住宅公庫）の利用率が依然高い県で
あり、13年度実績でも、個人住宅（持家、分譲）
着工件数に占める住宅公庫利用件数の比率は5
割弱を占めている（全国平均では31.1％、地方
圏平均は37.6％）。 
足元の住宅公庫利用率は「西高東低」の傾向

が顕著であり、Ｖ県も西日本に属するが、Ｖ県
の公庫利用率は西日本の県の平均をも上回って
いるから、やはり住宅公庫利用度合いの高い県
といえる（図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅公庫利用率が「西高東低」になっている

原因が、ローン供給側にあるのか需要側にある
のかは明確にしにくい。Ｅ行が必ずしも長期固
定ローン商品を全く投入していないというわけ
ではなく、10年固定では2％半ばの低金利ロー
ン商品を出しており、他県に比べて10年固定ゾー

ンでの民間金利が高いわけではない。 
その点からすれば、Ｖ県では住宅ローンに関
して、「全期間固定」や「品質検査」といった
住宅金融公庫ローンに対するニーズが依然強い
ことは確かなようだ。 
このように、民間金融機関の個人リテール推
進の環境としては厳しい中でも、Ｅ行は地銀平
均と比べても高い住宅ローン増加率を実績とし
て残している（表）が、住宅公庫との間では連
絡を密にして制度変更等に的確に対応するよう
にしているという。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｖ県での住宅公庫代理貸付実行件数中、Ｅ行
は実に6割を占めているが、この実績は重視し
ており、維持していきたいという。住宅公庫の
代理貸付業務は基本的には事務代行であるため
に、銀行ごとに貸出条件に差は無いが、事務処
理の正確さや迅速性、顧客対応の丁寧さ等で差
別化可能であり、住宅公庫利用意向のある顧客
に対しては、業者にもＥ行を紹介してもらえる
ようにしてきたこれまでの実績は大事にしたい
とのことである。都銀の中には、住宅公庫の代
理貸付は収益性が低いとして積極的に取り組ん
でいない銀行もあるように見受けられるが、地
域に根付いた金融機関としては、住宅公庫の代
理貸付でも、地域顧客の支持を得ているという
実績は大事だという。 
住宅公庫利用顧客に対しても積極的に取り込
む体制になっているためか、いわゆる「住公後
残」融資（住宅公庫融資で不足する分を民間で
補う部分）も多く、平均的な融資実行額は1000
万円程度だという（プロパー融資だけならば、
2000万円以上）。 
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住宅ローン商品開発の経緯 
Ｅ行では、平成10年度に、借換専用であるが、
担保評価額を一定程度上回っても融資可能なロー
ンの提供を開始している。これは借換ブームが
一巡する中で、金利差だけでは借換顧客を獲得
できなくなり、担保条件を緩和し、担保割れ層
にも対応できるようにしたものである。競合他
行も同様の商品を提供し、「担保評価額を上回
る融資可能額」を競うような感もあったという。
借換顧客の場合は、ある程度返済履歴を確認で
きるため、一定の返済履歴があれば、データ上
もデフォルト率は低いとの分析に基づき、系列
保証会社と交渉して、実現させたとのことであ
る。 
平成11年度には10万件の住宅ローンデータか

ら返済能力審査のシステムを導入。その成果を
踏まえて、必要資金の100％まで融資可能なロー
ンの提供を開始した。ただしこのシステムは無
担保ローン審査用の簡便なソフトを利用したも
ので、本来は有担保ローンで担保評価額の変化
や回収可能額を織り込めるようなモデルを利用
する必要があり、いずれ更新しなければならな
いと考えている。 
ただし、仮に、より精緻なシステムを構築し

たとしても、最長35年にわたる個人のデフォル
ト確率を正確に判定することは困難なのではな
いかという考えは否定できないという。個人か
ら得られるデータは過去2年程度の所得データ
や、雇用者であれば企業の規模や勤続年数等の
限られたものであり、住宅ローン以外の負債デー
タ等、バランスシートに関連する部分は把握で
きない。かなり広いグレーゾーンを抱えた中で、
一定の基準でローンを素早く審査していくわけ
であり、相当程度の割り切りが必要な世界とい
える。 
Ｅ銀行では新規顧客に対して、LTV（融資実

行額／担保評価額）に応じて、保証料に差をつ
けている（0.2％～0.5％）。返済能力に応じた審
査をしている以上、保証料も延滞リスク等に応
じたものにすべきだが、やはり個人の場合、デー
タの問題もあって信用力の正確な把握は難しい

との判断からの信用補完措置であり、系列保証
会社との交渉の中で設定されてきたものだとい
う。 
住宅関連業者の中には、この条件がコスト高
として敬遠する業者もあるようだが、保証料は
住宅購入時にその他諸費用と一括払いとなって
いるため、住宅購入者にとっては、必ずしもそ
の負担が問題とされるわけでは無いという。 
住宅購入層も、年収条件等で、融資が可能か
どうかが重要な層と、融資を受けられることは
明らかで、融資条件（金利、保証料等）が重要
な層（高所得層）とに分かれつつあるようだが、
このような信用補完措置は、前者の顧客に対す
るものとして位置付けられるものであろう。 
ローン残高を増加させなければならないこと
は言うまでもないが、「ローン元利払いが賃貸
住宅家賃並み」との宣伝文句で顧客にアピール
する住宅販売業者にリードされて銀行が融資競
争を激化させている現状は、将来的には住宅ロー
ンにおけるクレジットコスト増加につながるリ
スクもあると考えている。 
この4月から、10年間については住宅公庫よ

り金利の低い10年固定特約のローンを扱ってい
るが、優良顧客囲い込みという狙いで返済負担
率の条件等を厳しくしたところ、伸び悩み状況
にあるという。固定金利であれば全期間固定
（住宅公庫）、変動金利特約であれば、目先金利
の下限の3年固定特約あたりの需要が高く、商
品としても二極化が進んでいるようにみられる。 
 
営業推進、審査体制 
Ｅ行は、住宅ローンセンター（本部直属、前
述の個人ローン室が統括）を県内5か所に展開
している。過去5年程度で次第に増やしてきた
とのことだが、住宅ローンセンターの行員は、
基本的には住宅ローン業務専担であるため、一
定の住宅ローン実行が期待できる、人口が多く
業者も集中しているところにしかローンセンター
は設置できない。ローンセンター以外では営業
店が推進窓口となるが、ローンセンター経由と
営業店経由は半々程度であるという。 
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職域推進では、金利優遇等の措置が必要にな

るが、現状では他の優遇措置も増やしており、

職域が特別優遇されているわけでもないといっ

た事情や、企業規模によっては、従業員の中で

も、融資できる場合とできない場合が出てしま

う等の問題もあり、あまり広げられないという。 

審査は前述の審査システムによる審査だが、

やはりスピードが重要ということで、原則2営

業日以内の回答となっている。また審査スピー

ドを少しでも速めるために、事前相談制度をこ

の4月から導入。自己申告に基づくデータで物

件が明確に固まる前でも審査し（これも2営業

日以内に回答）物件が固まってからの審査期間

短縮につなげている。 

 

住宅ローンの収益性 
Ｅ行は過去2年間連続で住宅ローン残高を10 

％以上増加させる等、ローン残高でみれば、右

肩上がりの実績を挙げている。しかし、金利競

争激化と、平均実行額が相対的に小さい融資を

数多く行っていることによる人件費・物件費等

の諸コスト負担もあり、収益性は必ずしも高く

はないという。 

加えて、現状増えている住宅ローンは3年固

定特約等が多いため、いずれ条件変更等の事務

コスト負担が加わることや、他行への借換によ

るプリペイメントのコスト（機会費用）等、中

長期に保有した場合のトータルな収益性につい

ては、今後分析していかなければならない課題

であるとする。 

企業向け融資と比べれば小口分散が進んでい

るからクレジットコストが小さい資産であるこ

とは確かだが、採算改善のためには、定型的な

事務処理は外注化するようなことも将来的には

考えられるとする。 

住宅ローンは顧客との長期的関係を築くこと

ができるという側面を利用することによって、

クロスセル等を通じて収益性を確保していくし

かないのではないかともみているが、個人顧客

の定着率を高めるのに決め手はいまのところ無

いようだ。金融サービス利用度に応じてポイン

トで優遇することも行っているが、どこでも同

じようなポイント制度を導入して、余り差が無

くなっている。 

 

住宅ローンの証券化等への対応 
住宅ローンの証券化については、住宅公庫が

「長期固定金融を民間金融機関が行う場合、証

券化が不可欠」という論理で、長期固定ローン

の買取証券化等を通じて進めていくことは明ら

かであるし、住宅公庫の直接融資が縮小する中

でも、顧客ニーズが「住宅公庫買取前提の全期

間固定ローン」に対して向かうのであれば、シ

ステム投資負担等は必要にはなるが、それに対

応していくのは当然であると考えている。 

しかし、住宅公庫主導の買取、証券化では民

間金融機関のフィーがさほど高くなるとは考え

られないから、場合によっては、独自に証券化

（ないし流動化）を考えるようなこともあり得

るのではないかという。そのためにも、自行住

宅ローンポートの属性把握等のデータベース化

を、今後とも充実させていきたいとしている。 

Ｅ行は地域的に競合しない他の地銀との間で

システム共同化を推進している（同様の試みは

いくつかの地銀グループで展開されている）等、

銀行業界の将来を見据えて、構想力のある事業

展開を行っている。個人リテール業務でも住宅

公庫との関係や保証会社との関係、その他の外

部企業との提携やアウトソースの可能性等、柔

軟かつ幅広く可能性を探っていることが感じら

れる。規制緩和や諸制度（SPC等）の整備の中

で、これからは融資業務も、銀行が「組成から

保有、管理回収の全てを丸抱えする」という業

務スタイルだけでない、様々な業務スタイルの

可能性が広がっていることは確かである。Ｅ行

も、そのような選択肢をきちんと展望した上で、

個人リテール業務の拡大に歩を進めているとの

印象を持った。      （小野沢 康晴） 


